
第１１号議案 

 

東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和７年２月５日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、政務活動費の基準額を改定するため提出します。 



   東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を

改正する条例 

 

東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年

３月台東区条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「１２万５,０００円」を「１５万円」に改める。 

付 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都台東区議会政務活動費の交付

に関する条例の規定は、令和７年４月以後の月分の政務活動費

について適用し、同月前の月分の政務活動費については、なお

従前の例による。 


